
 

区域会議の開催状況について 
 

    平 成 ２ ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

      国家戦略特別区域担当大臣 

石    破       茂 

 

 

１．関西圏 （第２回 ９月２４日）  

 

（１）「保険外併用療養に関する特例」（認定申請） 

大阪大学医学部附属病院、独立行政法人国立循環器病研究センター、京都

大学医学部附属病院が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ又はオーストラリ

アにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本においては未承認又は適

応外のものすべてを対象として、保険外併用療養に関する特例を活用し、スピー

ディーに先進医療を提供できるようにする。 

 

（２）「病床規制に係る医療法の特例」（認定申請） 

公益財団法人先端医療振興財団が、世界初の iPS 細胞を用いた臨床研究で

ある網膜再生治療をはじめ、遺伝性網膜疾患への遺伝子治療や口腔粘膜を活

用した角膜再生など、最先端の医療技術の実用化促進等を図るため、「（仮称）

神戸アイセンター（神戸市中央区）」内に眼科病院（新規病床 30 床）を開設する。 

 

 

２．福岡市 （第２回 ９月２５日）  

 

（１）「雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置」（認定申請） 

雇用条件の明確化等を通じ起業等スタートアップを支援するため、事業実施

者の早期選定を行い、創業間もない企業等を中心に雇用ルールの周知徹底と紛

争の未然防止を図るための「雇用指針」等を活用して、高度な個別相談対応等を

行う「雇用労働相談センター」を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。 
 
 
（参考） 国家戦略特別区域法（抜粋） 

第８条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令

で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成を図るための計画（以下「区域計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申

請するものとする。 

８  内閣総理大臣は、前項の認定（以下この条及び次条第１項において単に「認定」という。）を行うに

際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 
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３．今後の区域会議の予定  

 

 

（１）東京圏（第１回） 

 

 ○日程等： １０月１日（水） （於：中央合同庁舎８号館（東京都千代田区）） 

 ○出席者： 石破大臣、東京都・神奈川県知事、成田市長、民間代表（※） 

※公募結果を踏まえ、選定した４０事業者の代表（４名）が出席予定 

木村 惠司 （三菱地所㈱ 代表取締役） 

竹内 勤  （慶應義塾大学病院 病院長） 

阿曽沼 元博 （医療法人社団滉志会 瀬田クリニックグループ 代表 

順天堂大学 客員教授） 

高木  邦格 （学校法人国際医療福祉大学 理事長） 

 ○議題： 区域計画素案について 

 

 

（２）沖縄県（第１回） 

 

 ○日程等：１０月後半  （於：未定） 

 ○出席者：石破大臣、沖縄県知事、民間代表（未定） 

 ○議題： 区域計画素案について  
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（別紙１） 
区域計画 

 
１ 国家戦略特別区域の名称 

「関西圏 国家戦略特別区域」 
 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 
（１）名称：保険外併用療養に関する特例 関連事業 

内容：保険外併用療養に関する特例 
（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 
以下に掲げる医療機関が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ又は

オーストラリアにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本におい

ては未承認又は適応外のものすべてを対象として、保険外併用療養に関す

る特例を活用し、スピーディーに先進医療を提供できるようにする。 
 

① 大阪大学医学部附属病院（大阪府吹田市） 
（例）卵巣癌治療薬など 

 
② 独立行政法人国立循環器病研究センター（大阪府吹田市） 
（例）皮下植込み型除細動器、手術支援ロボット「da Vinci」による 

心臓手術など 
    

③ 京都大学医学部附属病院（京都市左京区） 
（例）咽喉頭癌に対する経口的ロボット支援手術法など 

 
（２）名称：国家戦略特別区域高度医療提供事業 

内容：病床規制に係る医療法の特例 
（国家戦略特別区域法第 14 条に規定する国家戦略特別区域高度医療提供

事業） 
公益財団法人先端医療振興財団が、世界初の iPS 細胞を用いた臨床研究

である網膜再生治療をはじめ、遺伝性網膜疾患への遺伝子治療や口腔粘膜

を活用した角膜再生など、最先端の医療技術の実用化促進等を図るため、

「（仮称）神戸アイセンター（神戸市中央区）」内に眼科病院（新規病床 30
床）を開設する。【平成 27年中に着工し､平成 29年度当初の開業を目指す】 

 
３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

区域計画の実施により、健康・医療分野における国際的イノベーション拠点の

形成を通じ、再生医療を始めとする先端的な医薬品・医療機器等の研究開発・事

業化の推進が図られ、関西圏における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済

活動拠点の形成に相当程度寄与する。 
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（別紙２） 

区域計画（福岡市、今回の追加事項のみ抜粋） 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成のために必要な事項 

事項：雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置 

内容：雇用条件の明確化等を通じ起業等スタートアップを支援するため、事業

実施者の早期選定を行い、創業間もない企業等を中心に雇用ルールの周知徹

底と紛争の未然防止を図るための「雇用指針」等を活用して、高度な個別相

談対応等を行う「雇用労働相談センター」（以下「センター」という。）を、

国家戦略特別区域会議（以下「区域会議」という。）の下に設置する。【11月

に設置】 

    

ⅰ）設置主体：国（競争入札により事業実施者を選定） 

ⅱ）設置場所：福岡市が設置するスタートアップカフェ（注）内 

ⅲ）実施体制：センター長、代表弁護士、代表相談員等を配置する。 

・センター長（１名）は、創業及び雇用創出並びに組織運営に精

通していると認められる者の中から、区域会議における協議を

踏まえて選定する。 

・センター長は、雇用条件の明確化等を通じ起業等スタートアッ

プを支援する観点から、助言及び指導を行うとともに、運営委

員会（仮称）を開催し、センターの運営を円滑に実施するため

に必要な連絡調整を行う。 

・代表弁護士は、特に労働関係法令や雇用指針に精通し、かつ国

際的な労働ルール及び商習慣を熟知していると認められる弁護

士の中から選任する。 

・代表相談員は、特に労働関係法令や労務管理の実務に精通して

いると認められる相談員の中から選任する。 

ⅳ）事業内容：センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・弁護士による高度な専門性を有する個別相談対応 

・弁護士による個別訪問指導 

・相談員による電話相談、窓口相談等の対応 

・セミナーの開催 

  ⅴ）そ の 他：センターには相談員等が複数名常駐し、相談対応時間は、月・

火・水・木・金・日曜日（国民の祝日及び年末・年始（12月 29

日～１月３日）を除く）の午前 11 時から午後９時までとする。 

 

（注）「スタートアップカフェ」 

・スタートアップコミュニティの核となる場として、カフェを活用し、スター

トアップ人材が気軽に集まり交流できる場を福岡市の委託事業として設置する。 
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